
　計画期間は前期（２２～２９年度、下記�～�の地区）と後期(３０～３６年度、�・

�の地区）に区分。実施に当たっては、地区別に実施計画を作ります。

�塩谷・長橋地区（ 小 ４�２　中 ３�１）
　蘭島、忍路、桃内、塩谷、オタモイ、幸、長橋、旭町

�高島・手宮地区（ 小 ５�２　中 ２�１）
　祝津、赤岩、高島、手宮、梅ヶ枝町、末広町、錦町、清水町、 豊川町、石山町、

　色内３丁目

�中央・山手地区（ 小 ６�３　中 ３�２）
　稲穂、花園、色内１・２丁目、港町、堺町、 東雲町、山田町、相生町、入船、

　富岡、　緑、松ヶ枝、最上、天狗山

�南小樽地区（ 小 ５�２　中 ２�１）
　住ノ江、住吉町、有幌町、信香町、若松、　奥沢、天神、真栄、

　潮見台、新富町、勝納町、　若竹町、築港

�朝里地区（ 小 ４�３　中 ３�２）
　桜、船浜町、朝里、新光、望洋台、新光町、朝里川温泉

�銭函地区（ 小 ３�１　中 １�１）
　張碓町、春香町、桂岡町、銭函、見晴町、 星野町
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れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
踏

ま
え
、
平
成　

年　

月
に
策
定
し

２１

１１

た
の
が
基
本
計
画
で
す
。

　

な
お
、
い
た
だ
い
た
意
見
や
質

問
、
要
望
の
内
容
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

学
校
再
編
の
進
め
方

　

地
理
・
地
勢
の
特
徴
や
望
ま
し

い
学
校
規
模
を
踏
ま
え
、
市
内
を

６
地
区
に
分
け
再
編
を
行
い
ま
す
。

期
間
は　

〜　

年
度
の　

年
間
を

２２

３６

１５

予
定
し
、
小
規
模
校
が
多
い
４
地

区
を
前
期
８
年
、
残
り
の
２
地
区

を
後
期
７
年
で
進
め
て
い
く
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。
地
区
の
分
け
方

や
再
編
後
の
想
定
学
校
数
は
、
下

記
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
ず
は
本
年
５
月
中
旬
か
ら
、

学
校
再
編
の
指
針
を
作
成

　

教
育
委
員
会
で
は
現
在
、「
小
樽

市
立
小
中
学
校
学
校
規
模
・
学
校

配
置
適
正
化
基
本
計
画
」
を
策
定

し
、
小
・
中
学
校
の
再
編
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　

基
本
計
画
の
素
案
に
つ
い
て
は
、

本
誌　

年
５
月
号
に
概
要
を
掲
載

２１

し
、
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、　

の
会
場
で
地
域

４２

説
明
会
を
実
施
し
、
素
案
の
内
容

を
詳
し
く
解
説
。
参
加
し
た
皆
さ

ん
か
ら
は
、
今
後
の
進
め
方
や
学

校
施
設
の
老
朽
化
、
耐
震
化
な
ど

約
４
０
０
件
の
質
問
や
意
見
、
要

望
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後

に
行
っ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

で
は
、
設
置
場
所
や
通
学
方
法
な

ど
９
件
の
意
見
や
要
望
が
寄
せ
ら

「学校規模・学校配置適正化基本計画」の概要

�市立小中学校の学校規模及び学校配置の在り方に関する基本方針

　本計画は「市立小中学校の学校規模及び学校配置の在り方に関する基本方針」と

「小樽市小中学校再編計画」で構成しています。

小学校�１２学級～１８学級

（各学年２～３学級）

中学校�９学級～１８学級

（各学年３学級以上）

望
ま
し
い
学
校
規
模

　　　　【現在の学校数】　　【想定学校数】

　小学校　　２７校　　�　　１３校

　中学校　　１４校　　�　　８校

　・既存の学校施設を活用

　・学校再編と併せて統合校となる校

　　舎の施設整備

学
校
配
置
の
考
え
方

�小樽市小中学校再編計画

教
育
委
員
会
で
は
、
策
定
し
た
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
小
・
中
学
校
の
再
編
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
そ
こ
で
皆
さ
ん
に
、
今
後
の
進
め
方
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

よ
り
良
い
教
育
環
境
を
築
く
た
め
に

よ
り
良
い
教
育
環
境
を
築
く
た
め
に

「「
小
樽
市
立
小
中
学
校
学
校
規
模
・
学
校
配
置

小
樽
市
立
小
中
学
校
学
校
規
模
・
学
校
配
置
適
正
化
基
本
計
画

適
正
化
基
本
計
画
」」を
策
定
し
ま
し
た

を
策
定
し
ま
し
た
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統合校開校までの進め方

前期（２２年度～２９年度） 後期（３０年度～３６年度）

�
塩谷・長橋
地区

�
高島・手宮
地区

�
中央・山手
地区

�
南小樽
地区

�
朝里
地区

地区別懇談会の開催

�
銭函
地区

実施計画の作成（※�）

統合校決定

（仮称）地区学校統合協議会の設置（※�）

実施計画の作成（※�）

統合校決定

（仮称）地区学校統合協議会の設置
（※�）

前
期
・
後
期
を
問
わ
ず
、
す
べ
て

の
小
・
中
学
校
で
「
地
区
別
懇
談

会
」
を
開
催
。
そ
こ
で
統
合
の
組

み
合
わ
せ
や
統
合
校
の
位
置
な
ど

の
案
を
教
育
委
員
会
か
ら
提
示
し
、

保
護
者
や
地
域
住
民
な
ど
か
ら
意

見
や
要
望
を
伺
い
ま
す
。そ
の
後
、

合
意
が
で
き
た
地
区（
前
期
地
区
）

か
ら「
実
施
計
画
」（
※
�
）を
策
定
。

統
合
校
や
統
合
の
時
期
な
ど
を
決

定
し
ま
す
。
決
定
後
は
、
円
滑
な

移
行
が
で
き
る
よ
う
「（
仮
称
）
地

区
学
校
統
合
協
議
会
」（
※
�
）
を

設
置
。
校
名
や
校
歌
、
教
材
、
制

服
、
事
前
交
流
の
持
ち
方
な
ど
の

課
題
に
つ
い
て
協
議
し
て
開
校
に

備
え
ま
す
。
な
お
作
業
の
状
況
に

よ
り
、
各
地
区
で
統
合
校
開
校
の

時
期
は
異
な
り
ま
す
。
開
校
ま
で

の
進
め
方
は
、
下
記
を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。

�　
　

�　
　

�　
　

�

　

教
育
委
員
会
で
は
、
次
代
を
担

う
子
ど
も
た
ち
が
、
よ
り
良
い
環

境
で
学
べ
る
よ
う
、
将
来
を
見
据

え
な
が
ら
、
必
要
な
教
育
環
境
の

整
備
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

�
お
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
部
学

校
教
育
課
適
正
配
置
担
当
�
�
４

１
１
１
内
線
５
３
３
へ
ど
う
ぞ
。

※� 実施計画

　統合の組み合わせや統合校の位置、通学区域、スケジュールなどを決める

実施計画を作成します。作成に当たっては、次のようなことに注意しなが

ら行います。

　�統合の位置は、通学区域内のバランスや校地・校舎の状況、通学上の

　　安全などを考えて決定する

　�統合学校となる校舎には、必要に応じて建て替えや耐震化を進める

　�境界付近の通学区域を設定する際には、地区を越えた協議を行う

　�特別支援学級の設置、児童・生徒のケア対策に配慮する

　�夜間の学校開放や放課後児童クラブなど学校施設を利用する事業は

　　引き続き行う

※�（仮称）地区学校統合協議会

　実施計画に基づき設置します。保護者や地域住民、学校の代表者で構成し、次のような内容を協議します。

　�校名、校歌、校章　�教材・教具、制服　�通学路、通学時の安全や支援策　�学校の伝統や特徴の継承

　�事前交流の持ち方　�廃止となる学校施設の跡利用

統合校
開　校

各地区により開校時期
は異なります

円滑な移行に向けた課
題について協議

合意ができた地区（前
期）から統合の組み合
わせや統合校の位置な
どについて計画を作成

前期、後期を問わず、
すべての小・中学校で
本年５月中旬から開始

地区分けについては前
ページ下の表を参照

統合校
開　校

統合校
開　校

統合校
開　校

統合校
開　校

統合校
開　校


